
次の業務委託について、下記のとおり回答します。

： 奈良県立医科大学新キャンパス造成予備設計業務委託

、

２．業務内容(２)諸施設の内容・配置・建物
等の検討設計について
大学キャンパス内の導入施設(諸施設)やそ
の規模は本業務の与件として示され、造成
予備設計としてその配置を検討するという
理解でよろしいでしょうか。
また、建築設計の実施予定時期について教
えてください。

よろしいです。
建築設計は来年度以降に実施する予定で
す。

７

５ 関係機関協議は１機関(橿原市)ですが、県
や消防署等との協議も必要ではないでしょ
うか。

現時点では橿原市を想定しておりますが、
必要に応じて発注者と協議をお願いしま
す。

６ ２．業務内容(１)設計条件の設定について
用地境界(計画地区境界)は確定しているも
のと捉えてよろしいでしょうか。

用地境界は確定しております。また、地区
計画範囲について、今年度末に都市計画
決定される予定です。

３ 現地測量は実施済でしょうか。 実施済みです。

４ 上下水、電気設備の設計は含まれないの
でしょうか。

上下水は含みます。電気設備は含みませ
ん。

１ 設計書に４地区と記載されていますが、計
画地は４箇所に分散しているのでしょうか。

単価地区が「４地区」であり、本計画地は４
地区に分かれておりません。

２ 基本計画はあるのでしょうか。 あります。

令和元年６月２１日

公立大学法人奈良県立医科大学
法人企画部　キャンパス整備推進室長

質問回答書

委 託 業 務 名

Nｏ 質　　問 回　　答



１４ 成果品の内容について
「交通計画図」の記載内容は、何を想定さ
れていますか。

警察との協議が必要となる施設（開発道
路、バス停等）を想定しております。

１２ 都市計画関連手続きについて
本業務には、都市計画決定手続きに関する
図書作成は含まれていないという理解でよ
ろしいでしょうか。

よろしいです。ただし、本業務で作成した図
面を都市計画手続き協議等に使用する可
能性はあります。

１３ 関係機関打合わせ協議について
橿原市との関係機関打合せ協議の内容
は、道路管理者協議/排水施設管理者協議
を想定すればよいでしょうか。
開発行為の許可申請に関する協議及び図
書作成は、本業務に含まれていないという
ことでよろしいでしょうか。

現時点では、道路管理者協議、排水施設管
理者協議を想定しておりますが、必要に応
じて発注者と協議をお願いします。
開発行為の許可申請に関する図書作成は
含まれませんが、事前協議は含みます。

１１ 地質調査について
地質調査の実施状況と今後の実施予定を
教えてください。

一部建物建設予定地及び調整池整備予定
地について、実施済みです。
今後は、必要に応じて実施します。

９ ２．業務内容(５)道路設計/(６)排水設計
/(７)公園・緑地設計について
各施設の施設管理者をご教示ください。

都市計画法３２条公共施設の管理者協議
により決定するので、現時点では決まって
おりません。

１０ 測量について
造成予備設計のベースとなる測量図(地形
図)の精度(縮尺)を教えてください。
また実施設計に向けての地形測量・路線測
量・用地測量の実施予定時期について教え
てください。
その他、防災(洪水調整池)設計に必要とな
る下流河川・水路に関する測量は実施され
ているのでしょうか。

平面図１／５００です。
実施設計に向けた用地測量、地形測量、路
線測量は現時点では予定しておりません。
下流河川・水路に関する測量は実施してお
りません。

８ ２．業務内容(５)道路設計について
大学キャンパス内の通路設計と捉えてよろ
しいでしょうか。
大学キャンパス外の公道(県市道)の設計も
含まれているのでしょうか。
また、道路縦断図は、路線測量成果を用い
ないということでよろしいでしょうか。

大学キャンパス内の道路設計及び大学キャ
ンパス内の道路設計に影響のある大学キャ
ンパス外の公道（県市道）を含みます。
なお、道路縦断図は、路線測量成果を用い
ません。


